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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械の鍵を内部に保護するためのグループロックボックスであって、
　前記グループロックボックスは、
　底部、側部、ロック機構を有する前部、及び前記機械の鍵を入れるための保管室を画定
する後部を有する本体と、
　該本体を覆う蓋であって、前記本体に固定された後部部材と、該後部部材にスライド可
能に接続された主要部材と、を有する蓋と、
を有し、
　前記後部部材は、少なくとも１つのピンを有する第１の端部と、前記本体に枢動可能に
接続された第２の端部と、を有し、
　前記主要部材は、掛け金開口部を有する前面と、第一端部及び前記後部部材の前記少な
くとも１つのピンを収容する少なくとも１つのスロットを有する第二端部と、を有し、
　前記主要部材が、前記第二端部が前記後部部材内に位置するとともに前記本体を覆う第
１位置から、前記第一端部が前記本体の前部の前記ロック機構を超えて延出する第２位置
まで移動可能とされた、グループロックボックス。
【請求項２】
　前記蓋の前記主要部材は、頂面、及び側面を含み、前記少なくとも１つのスロットは前
記主要部材の第二端部において前記側面に沿っていることを特徴とする請求項１に記載の
グループロックボックス。
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【請求項３】
　前記後部部材は、前記蓋の前記主要部材を受け入れるための溝を含むことを特徴とする
請求項１に記載のグループロックボックス。
【請求項４】
　前記主要部材の前記少なくとも１つのスロットは前記溝内に配置され、前記少なくとも
１つのピンは前記溝を貫通して延出することを特徴とする請求項３に記載のグループロッ
クボックス。
【請求項５】
　前記ロック機構は、前記ロックボックスを閉位置に固定するための掛け金を含み、前記
主要部材は、前記掛け金を超えてスライド可能に延在して、前記蓋が前記本体から開位置
へと持ち上がって外れることを可能にすることを特徴とする請求項１に記載のグループロ
ックボックス。
【請求項６】
　前記本体は、南京錠を受け入れるための複数の開口部を含み、
　前記蓋は、南京錠を受け入れるための複数の開口部を含み、
　前記蓋が前記本体の上に位置した際に、前記複数の開口部が位置合わせされることを特
徴とする請求項１に記載のグループロックボックス。
【請求項７】
　前記ロック機構が掛け金と留め金とを含むことを特徴とする請求項１に記載のグループ
ロックボックス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グループロックボックスに関し、より具体的にはスライド式蓋を有するグル
ープロックボックスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　グループロックボックスは、複数の従業員が同一の機械又は同一の装置に従事している
場合に使用される。機械がロックされた後に、機械の鍵はグループロックボックスの中に
置かれる。従業員それぞれは、グループロックボックスの側面に沿って各個人の南京錠を
かけ、従業員全員が個々の南京錠を外さない限りボックスの中の機械の鍵に誰もアクセス
できないことを確実にする。主南京錠は通常、グループロックボックスの前部に配置され
る。主南京錠が外された場合に、複数の個々の南京錠を有するグループロックボックスは
通常、ボックスの内部の鍵にアクセスできないようにする。しかし、現在のロックボック
スのいくつかの設計においては、主南京錠が外された際にロックボックスの蓋が部分的に
上昇し、よってグループロックボックスの内側の機械の鍵にアクセスできるようになって
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、従業員全員が個々の南京錠を外した場合でなければ、個々の従業員の誰も
ボックスの中の機械の鍵にアクセスできない、グループロックボックスを提供することが
望ましい。また、現在のロックボックスの設計が有する安全確保に関する問題を排除する
、改良されたグループロックボックスを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、本体と、この本体に枢動自在に接続された蓋を有するグループロックボック
スを目的としている。本体は、この本体の前面から外側に延出するラッチを含んでいる。
蓋は、主要部材と後部部材とを含んでいる。主要部材は複数のスロットを含み、後部部材
は複数のピンを含んでいる。これらピンのうちの１つがスロットのそれぞれの中に設置さ
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れて、蓋の主要部材がスライド式に本体の掛け金を越えて伸びるのを可能にする。主要部
材は、この主要部材が掛け金を越えると、本体から離れるように回転されて、ロックボッ
クスの内部にアクセスできるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明のグループロックボックスの前面斜視図である。
【図２Ａ】蓋が持ち上がった状態の図１のグループロックボックスの前面斜視図である。
【図２Ｂ】蓋が持ち上がった状態の図１のグループロックボックスの第２の実施形態の前
面斜視図である。
【図３】図１のグループロックボックスの背面斜視図である。
【図４】図１のグループロックボックスの側面図である。
【図５】図４のグループボックスの、５－５線に沿った断面図である。
【図６】蓋が伸ばされた状態の、図１のグループロックボックスの側面図である。
【図７】図６のグループボックスの、７－７線に沿った断面図である。
【図８】蓋が伸ばされ、持ち上げられた状態の、図６のグループロックボックスの側面図
である。
【図９】南京錠がロックボックスの側面に沿って設置された状態の、図１のグループロッ
クボックスの前面斜視図である。
【図１０】図９のグループボックスの、１０－１０線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　図１は、本発明のグループロックボックスを示している。このグループロックボックス
２０は、本体４０と蓋８０とを含んでいる。本体４０は、前面４２、側面４４、背面４６
、及び底面４８を含んでいる。前面４２、側面４４、背面４６、及び底面４８は、その内
部に保管室５０を形成している。図１に示されるように、蓋８０は、ボックス２０の本体
４０の上に配置されて保管室５０を閉塞するように設計されている。
【０００７】
　本体４０の側面４４の少なくとも１つは、通気のための複数の円形状孔５２を含んでい
る。また、本体４０の側面４４の上端部４５は、複数の南京錠孔５４又は開口部を含んで
いる。南京錠孔５４は、略楕円形状であり、側面４４の上端部４５において垂直に延在し
ている。南京錠孔５４は、従業員それぞれによって設置される様々なサイズの南京錠を受
け入れることができる。
【０００８】
　また、図２Ａに示すように、本体４０の底面４８は複数の脚５６を含んでいる。
【０００９】
　標準的なドローラッチ（ｄｒａｗ　ｌａｔｃｈ）６０が本体４０の前面４２に固定され
ている。図２Ａに示すように、ドローラッチ６０は、本体４０の前面４２の中央若しくは
中央近傍に配置される。ドローラッチ６０は、掛け金６２、又は蓋８０が持ち上げられな
いようにするための保持機構を含んでいる。
【００１０】
　蓋８０は、前部８２、側部８４、及び頂部８８を有する主要部材８１を含んでいる。ま
た、蓋８０は後部部材８６（ｂａｃｋ　ｍｅｍｂｅｒ）を含んでいる。図１及び図２Ａに
示すように、蓋８０の前部８２は掛け金用開口部９０を含んでいる。掛け金用開口部９０
は、略楕円形状に形成された開口部であり、楕円形状の開口部の中央に延出部９２を有し
ている。後述するように、延出部９２を有する楕円形状の開口部９０は、掛け金６２に係
合することなく掛け金６２の上をスライドするように寸法決めされている。
【００１１】
　蓋８０の頂部８８及び蓋８０の側部８４のそれぞれは、複数の南京錠孔９４又は開口部
を含んでいる。南京錠孔９４は、略楕円形状に形成されている。側部に沿った複数の南京
錠孔９４は垂直に延在し、蓋８０の頂部８８の複数の南京錠孔９４は蓋を横切って水平に
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延在している。したがって、後述するように、蓋８０の南京錠孔９４は、蓋８０が本体４
０の上に位置付けられた際に、本体４０の南京錠孔５４に位置合わせされている。
【００１２】
　また、蓋８０の側部８４それぞれは、側部８４のそれぞれの後部８５に向かって配置さ
れた１つ以上のスロット９６を含んでいる。スロット９６は、側部８４ぞれぞれの長さ方
向に沿って水平に延在している。図２Ａに示すように、側部８４のそれぞれは、側部８４
の後端部８５に、互いに隣接して配置された２つのスロット９６を含んでいる。側部８４
のそれぞれが２つのスロット９６を有するように示されてはいるが、スロットの数及び寸
法は変えることができる。例えば、図２Ｂに示すように、蓋８０の側部８４のそれぞれは
、側部８４それぞれの後端部８５に向かって配置された１つのスロット９６を含んでいる
。
【００１３】
　また、図１に示すように、蓋８０の頂部８８は、機械の鍵を受け入れるための長方形ス
ロット９８と取っ手１００とを含んでいる。長方形スロット９８は、図示されているよう
に蓋８０の前部８２に向かって配置することができるか、又は必要に応じて取っ手１００
の下の蓋８０の中央部に配置することができる。
【００１４】
　蓋８０の後部部材８６は、蓋８０の側部８４と頂部８８とを受け容れている。より具体
的には、図５に図示されているように、後部部材８６は蓋８０の側部８４を受け容れるよ
うに設計された溝１１０を含んでいる。後述するように、後部部材８６もまた１つ以上の
ピン１１２を含み、これらピン１１２は蓋８０の側部８４に沿って延在するスロット９６
の中に配置されて、蓋８０の主要部材８１が、後部部材８６及び本体４０に対して延ばさ
れた位置にスライドできるようにしている。
【００１５】
　図３に図示されているように、ボックス２０の背面４６はヒンジ１２０を含んでいる。
ヒンジ１２０の一方のプレート１２２は、本体４０の背面４６に固定され、ヒンジ１２０
の他方のプレート１２２は蓋８０の後部部材８６に固定されて、蓋８０を本体４０にヒン
ジ結合している。
【００１６】
　図４及び図５に図示されているように、蓋８０は本体４０の上に配置されて中に保管室
を閉止している。南京錠開口部５４，９４は、従業員の南京錠１４２を受け容れるように
位置合わせされて、グループロックボックス２０を固定している。掛け金は本体の前面か
ら延出し、蓋８０の掛け金開口部から出ている。標準的なドローラッチ６０は、掛け金６
２の上に固定されている。その結果蓋８０は、揺れて開いてボックスの内部にアクセスで
きることがないようにされている。
【００１７】
　図５は、後部部材８６と蓋８０の側部８４との結合部の断面を図示している。上述され
るとともに図４に図示されているように、蓋８０の側部８４の後部８５は、側部８４の長
さに沿って水平に延びる隣接するスロット９６を含んでいる。側部８４それぞれの後部８
５は、後部部材８６の側面８７によって形成された溝１１０の中に配置されている。ピン
１１２は後部部材８６の側面に配置されて、蓋８０の側部８４のスロット９６を貫通して
延出している。ピン１１２はスロット９６の中をスライドし、蓋８０が本体４０の前面４
２及び取り付けられた掛け金６２を越えて後部部材８６から延出するのを可能にしている
。
【００１８】
　図６～８に図示されているように、保管室５０へのアクセスを可能にするためには、蓋
８０は、本体４０から持ち上がる前にまず延出されなければならない。図６は、掛け金６
２の上に位置するように延出した蓋８０を図示している。ピン１１２はここで、スロット
９６の反対側の端部に位置している。一旦、掛け金用開口部９０が掛け金６２を受け入れ
ると、蓋８０は本体から持ち上がって離れることができる。この結果、図８に図示されて
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２０の内側にアクセスできるようにすることができる。よって、掛け金６２は、ロックが
かかっていないときに、蓋８０がスライドして開かないようにしている。また、掛け金６
２は、蓋８０が部分的に持ち上がって南京錠１４２が取り外される前に鍵を取り出すため
の隙間が生じないようにしている。
【００１９】
　図９及び図１０に図示されているように、蓋８０の側部８４の南京錠開口部９４と、本
体４０の南京錠開口部５４とは、ロックボックス２０が閉じられたときに位置合わせされ
る。この結果、複数の南京錠１４２を蓋８０の頂部８８の孔９４、及び本体４０と蓋８０
の側部８４との位置合わせされた１組の孔５４、９４を通じてそれぞれ設置することがで
きる。南京錠は、グループロックボックスの内容物を安全に保管し、これによって、ロッ
クボックスへのアクセスが、全ての従業員が南京錠を取り外した後のみに可能となること
を確実にしている。
【００２０】
　したがって、本発明のグループロックボックスは、全ての従業員の南京錠が取り外され
る前のロックボックスへのアクセスを防止することによって安全確保を強化している。
【００２１】
　さらに、本発明の特に好ましい実施形態が示され記述されたが、変化形態及び変更形態
を本発明の教唆から離れることなく行うことができることは当業者には明白であろう。上
述された事柄及び添付の図面は説明のためのみに提供されたものであり限定するものでは
ない。本発明の実際の技術的範囲は、従来技術に基づいた適切な観点から見た場合に、特
許請求の範囲において規定されることを意図されている。
【符号の説明】
【００２２】
２０・・・グループロックボックス
４０・・・本体
５４・・・開口部
６２・・・掛け金
８０・・・蓋
８１・・・主要部材
８２・・・前部
８４・・・側部
８６・・・後部部材
８８・・・頂部
９０・・・開口部
９４・・・開口部
９６・・・スロット
１１０・・・溝
１１２・・・ピン
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